
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
H30～R6年度 不審船及び異変 R6年度 監視位置 

 

凡例 

：監視位置 

H30 不審船 

R6 不審船 

凡例 

：R6異変 

：H30～R5異変 

 

海上保安部、町 

警察 

漁協 

（注意喚起） 

漁業者が不審船や漂流物の発見 

不審船や大きな環境変化場合 危険が少ない場合など 

連絡 


